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知的財産権関係事件

【知1】知的財産権関係民事通常訴訟事件新受･既済･未済件数及び平均審理期間
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【注】

各資料の末尾に｢(最高裁判所行政局調べ)｣と記載されているものの数値は，
り，所定の修正を行うことがある。

各庁からの報告を集計した概数であ
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【行1】行政訴訟事件新受･既済｡未済件数及び本人訴訟率(地方裁判所第一審･全国）
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※本人訴訟率は(原告に訴訟代理人弁護士が選任されていない既済事件数)÷(既済事件総数)で算出。

※令和2年の新受件数及び既済件数は,同年8月までの累計件数の前年同月比による推計値である｡ただし,未済件数及び本人訴訟率は，
同年8月末時点での実数(速報値)である。

（事件数は最高裁判所行政局調べ｡本人訴訟率はSSDBS調べ｡）

【行2】行政訴訟事件既済平均審理期間及び長期未済事件の審理期間別事件数(地方裁判所第一審･全国）
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※令和2年の数値は，同年8月末時点の実数(概数)である。

(最高裁判所行政局調べ）
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【行3】行政訴訟事件事件類型別新受件数(地方裁判所第一審･全国）
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※知的財産事件はその他に算入している。

※令和2年の数値は,同年8月末時点の実数(概数)である。

(最高裁判所行政局調べ）
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国家賠償訴訟事件新受件数及び本人訴訟率(地方裁判所第一審｡全国）
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国家賠償訴訟事件新受件数における被告の別(地方裁判所第一審｡全国）
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新受件数における請求類型の別(地方裁判所第一審｡全国）
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※「国家賠償訴訟事件｣とは,国家賠償法1条1項又は同法2条1項に基づく損害賠償事件(ただし,行政訴訟事件に
併合提起されている国家賠償訴訟事件を除く｡)をいう。
※令和2年の数値は,同年8月までの累計件数の前年同月比による推計値である｡ただし,本人訴訟率は,同年8
月末時点の実数(概数)である。

(各表の数値はいずれも最高裁判所行政局調べ）
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【国4】国家賠償訴訟事件事件類型別新受件数(地方裁判所第一審｡全国）
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併合提起されている国家賠償訴訟事件を除く｡)をいう。
※上記グラフは,被告が国であり,かつ,原告側に訴訟代理人が選任されている地裁第一審のみを対象とするもの
である。
※令和2年の数値は，同年8月末時点の実数(概数)である。

(最高裁判所行政局調べ）
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【労1】労働関係民事通常訴訟事件新受｡既済｡未済件数及び平均審理期間
（地方裁判所第一審｡全国）
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※令和2年の新受件数及び既済件数は,同年8月までの累計件数の前年同月比による推計値である｡ただし,既済平
均審理期間は,同年8月末時点の実数(速報値)，未済件数及び未済平均審理期間は同年8月末時点の実数(概数)で
ある。

(新受件数,既済件数及び既済平均審理期間はSSDBSによる統計｡未済件数及び未済平均審理期間は最高裁判所行
政局調べ｡）

【労2】労働関係民事通常訴訟事件既済事件における合議･単独事件の件数及び合議率
（地方裁判所第一審｡全国）
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【労3】労働関係民事通常訴訟事件新受事件の種類別｡事情別割合(全国）
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新受総件数(2,537件)とは一致しない。

※上記グラフ中の割合は新受総件数に占める事件の種類の件数の割合であり延べ件数に占める割合ではない。
（最高裁判所行政局調べ）

〆

7

事件の種類

地位等確認

3創 鯛 1鯛 髄

その他確認

認 洞 蝿il’

賃金等

加鯛 鋤

合付

澗錦

損賠

,鯛7
F

その他

雛 3『

室
月１
一
二
事

セクハラ

鯛

パワハラ

鰯;I



【労4】労働関係行政訴訟事件新受｡既済．未済件数及び平均審理期間
（地方裁判所第一審｡全国）

’ 一新受件数一既済件数一未済件数一◆－既済平均審理期間－圭一未済平均審理期間

平
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期
間
（
月
）
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１
１
１
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０
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０
０
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〆

件
数
（
件
）

200

100

0
平成

29年

令和

元年

令和

2年
平成

24年

平成

25年

平成

26年

平成

2ﾌ年

平成
28年

平成

30年

平成

23年

※令和2年の新受件数及び既済件数は,同年8月･までの累計件数の前年同月比による推計値である｡ただし，

未済件数既済平均審理期間及び未済平均審理期間は,同年8月末時点の実数(概数)である｡

(最高裁判所行政局調べ）
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【労5】労働審判事件新受｡既済･未済件数及び既済平均審理期間(地方裁判所･全国）

【二二コ新受件数一既済件数＝未済件数 一一既済平均審理期間(日）
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※令和2年の新受件数及び既済件数は,同年8月までの累計件数の前年同月比による推計値である｡ただし，

未済件数及び既済平均審理期間については,同年8月末時点の実数(速報値)である
(SSDBSによる統計）

【労6】労働審判事件終局事由別既済件数の割合(地方裁判所｡全国）
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令和2年の数値は,同年8月末時点の実数(速報値)である。

百分比は,小数点以下第2位を四捨五入しているため,合計が100と一致しない場合がある。

(SSDBSによる統計）

※
※
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【労7】労働審判事件全国の地方裁判所ごとの新受件数(平成28年～令和2年）

｝

（

令和2年の数値は速報値であり,令和2年の推計値は同年8月までの累計件数の前年同月比による推計値である。
静岡地裁浜松支部,長野地裁松本支部及び広島地裁福山支部では,平成29年4月から労働審判事件の取扱いを開始した。

(SSDBSによる統計）

※
※
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平成
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29年
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30年
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1～8月 推計値
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仙台 83 70 82 82 63 92
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15
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合計 3,414 3,369 3,630 3,665 2,481 3,827
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【知1】知的財産権関係民事通常訴訟事件新受｡既済｡未済件数及び平均審理期間
（地方裁判所第一審｡全国）
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※令和2年の新受件数及び既済件数は,同年8月までの累計件数の前年同月比による推計値である｡ただし，

未済件数並びに既済事件及び未済事件の各平均審理期間については,同年8月末時点の実数(概数)であ

る。

(最高裁判所行政局調べ）

11



ノ

【知2】知的財産権関係民事通常訴訟事件事件の類型別新受件数(地方裁判所第一審｡全国）
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※令和2年の数値は.同年8月末時点の実数(概数)である。
（最高裁判所行政局剛ぺ）
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【知3】知的財産権関係審決取消訴訟(第一審)事件新受｡既済｡未済件数及び平均審理期間
（知的財産高等裁判所）
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※令和2年の新受件数及び既済件数は,同年8月までの累計件数の前年同月比による推計値である｡ただ

し,未済件数並びに既済事件及び未済事件の各平均審理期間については,同年8月末時点の実数(概数）
である。

(最高裁判所行政局調べ）
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1． 2． 5行政事件訴訟

行政事件訴訟の新受件数（1,692件）は，前回（1,892件）より減少した。平均審理期間（15.9月）
は，前回（14.5月）より長期化した。

人証調べを実施した事件及び当事者双方に訴訟代理人が選任された事件はいずれも平均審理期間
が長い傾向にあるところ，人証調べ実施率は前回（21.5％）より若干増加し22. 1％となっており，人
証調べを実施した事件における平均審理期間は，前回（26.2月）より長期化して31.8月となった。ま
た，双方に訴訟代理人が選任された事件の割合は，前回（56.8％）より減少して51.4％となったが，
その平均審理期間は，前回（19.8月）より長期化して23.2月となり，人証調べ実施率は，前回（33.8
％）から増加して39.7％となった。

その余の主な統計データ（審理期間別の既済件数及び事件割合、終局区分別の既済件数及び事件割
合.争点整理手続の実施件数及び実施率)について, 6月以内の既済件数の割合の減少や1年を超え
る既済件数の割合及び争点整理手続の実施率の増加が見られるものの"全体としては前回から大きな
変化は見られなかった。民事第一審訴訟事件と比べると，審理期間が6月以内の事件の割合が低く，
1年を超える事件の割合が高いこと，大半の事件が判決で終局すること，争点整理手続の実施率が顕
著に低いことは，前回と同様である。

1

1

i

l

○事件数及び平均審理期間

行政事件訴訟'の新受件数及び平均審理期間の推移は【図1】のとおりである｡新受件数は,平成4年以降，
長期的にはおおむね増加傾向にあり，平成18年以降， 2,000件を超える高い水準で推移していたが，平成28年
以降は減少傾向にあり,令和2年は1,692件にとどまった。

｝行政事件訴訟とは,抗告訴訟(取消訴訟,不作為の違法確認訴訟,無効等確認訴訟,義務付け訴訟,差止訴訟)，当事者訴
一

訟,民衆訴訟及び機関訴訟を指し,国又は地方公共団体を被告とする国家賠償請求訴訟を含まない(行政事件訴訟法2条から
6条)(第1回報告書128頁参照)。



【図1】新受件数及び平均審理期間の推移(行政事件訴訟）
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【図2】平均審理期間(行政事件訴訟及び民事第一審訴訟事件）平均審理期間は,平成4年以降

大幅に短縮しており，平成18年以

降はおおむね14月から15月の範

囲で推移していたが,令和元年以

降は16月前後に長期化し,令和2

年の平均審理期間は，前回（14.5

月）より長期化して15.9月となっ

た（ 【図1】 【図2】 ） 。 ：
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k
Ⅱ

○審理期間別の既済件数等

審理期間別の既済件数及び事件割合につい

ては【表3】のとおりである。民事第一審訴訟

事件と比べて審理期間が6月以内の事件の割

合が低く， 1年を超える事件の割合が高い傾向

にあることは，前回と同様である。審理期間が

6月以内の事件の割合(27.6％）は,前回(296

％)から減少し， 1年を超える事件の割合(47.0

％)は，前回（45.2％）から増加した2。 （第8

回報告書67頁【表3】参照）

【表3】審理期間別の既済件数及び事件割合
（行政事件訴訟及び民事第一審訴訟事件）

了〃

事件の種類 ’ 行政事件訴訟 民事第一審訴訟

既済件数
一一一一一一一一一一一

平均審理期間(月）

6月以内

6月趨,年以内 ’

「

1,553 122,749

9.915．9

Ｉ

62,352

50.8％

429

27.6％

396

25.5％

27,128

22.1％

■
■

23,697

19．3％

450

29.0％

450

29.0％
1年超2年以内

‐ 141

9.1％

6,694

5-5％
2年超3年以内

105

68％

2,544

2.1％
3年超5年以内

5年を超える I
334

0.3％

32

2.1％

【表4】終局区分別の既済件数及び事件割合
（行政事件訴訟及び民事第一審訴訟事件）

○終局区分別の既済件数等

終局区分別の既済件数及び事件割合については

【表4】のとおりであり，判決で終局した臺件の割

合(71.2％)が前回(73.6％)から減少したもQの，
行政事件訴訟の性質上，大半の事件は判決で終局

しており，和解による終局はほとんどない（第8回

報告書67頁【表4】参照） 。

事件の種類 行政事件訴訟 民事第一審訴訟

判決
1,105

7,f%
53,084

43.2％

28,747

54.2％

998

90.3％

うち対席
(％は判決に対する割合）

43,364

35.3％

7

0．5％
和震

294

18.9％

22,372

18．2％
取下げ

凸 一一 ＝一一

それ以外
147

9．5％

3,929

3.2％

、､

2令和2年に審理期間が1年を超える事件の割合が増加した背景には'新型ｺﾛﾅウイルス感染症拡大及び緊急事態宣言の発出
｡

並びにこれらに伴う裁判所業務の縮小の影響があるものと思われる。



）

○訴訟代理人の選任状況

訴訟代理人3の選任状況については【表5】のと

おりである。双方に訴訟代理人が選任された事件

の割合は前回(56.8%）より減少して51.4％とな

り，被告側のみに訴訟代理人が選任された事件の

割合は前回（24.4％）より増加して25.7％となっ

た。また，双方とも本人による事件の割合4が前回
／

（13.5％）より増加して176％となった。 （第8

回報告書68頁【表5】参照） 【図6】のとおり，

双方に訴訟代理人が選任された事件の平均審理

期間が，それ以外の事件よりも一貫して顕著に長

い傾向にあることは，前回と同様である。

【表5】訴訟代理人の選任状況
（行政事件訴訟及び民事第一審訴訟事件）

F一b=ーテ ■F

■■ ●

民事第二審訴訟事件の種類 行政漂揺訴訟

■

双方に

訴訟代理人

798

514％

54,625

44.5％

原告側のみ

訴訟代理人

82

5-3％

54,796

44.6％
1

1

被告側のみ

訴訟代理人

本人による

3,439

2.8％

399

25-7％

274

17.6％

9,889
*

8.1％

【図6】訴訟代理人選任状況別の平均審理期間の推移(行政事件訴訟）

－←双方に訴訟代理人一因一原告側のみ訴訟代理人 一司些一被告側のみ訴訟代理人一④－本人による
‐＃ 〃(月）

25．0
221．9

21．2

=一一』琴.一筆上 20.0
▲

19．4 19．6
18．9

20．0

~マー●－－〒＝◆一一一一●言

15．0
12．4 12．4
A A

一垂一 zﾕ10．3

‐ 坐一一.－10．0 と坐

6.8
5.2

－

２５
，５５

至一へ､4．2
園～4．2 内向 3.6父7

5．0

2，6
2．7 2．3 2．7

1I I

0．0

令和

2年

平成

23年

平成

24年

平成

25年

平成

26年

平成

27年

平成

28年

平成

29年

平成

30年

令和

元年

3訴訟代理人には,弁護士代理人のみならず,国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律5条1項，

6条2項,7条3項等に基づく指定代理人も含まれる｡この点は,控訴審における行政事件訴訟(後掲V、 1．2)においても同様で

．ある。

4被告側に指定代理人も付かない事案の多くは,被告が応訴する前に終局したものであると思われる(第1回報告書140頁参照)。



○審理の状況

平均期日回数及び平均期日間隔5については

【表7】のとおりである。平均期日間隔が前回

,(2.7月）より若干長期化して3.1月となった一

方，平均期日回数は前回（5.4回）から若干減少

して5.2回となった（第8回報告書69頁【表7】

参照） 。

【表7】平均期日回数及び平均期日間隔
（行政事件訴訟及び民事第一審訴訟事件）

１
１

事件の種類 行政事件訴訟 民事第一審訴訟

I

イロ

』

平均期日回数 5.2 4．7

うち平均口頭弁論

期日回数
3.6 1.7

うち平均争点整理

期日回数
1.6 3．0

巳

平均期日間隔(月） 3.1 2．1

【表8】争点整理手続の実施件数及び実施率
(行政事件訴訟及び民事第一審訴訟事件）

争点整理手続の実施件数及び実施率は【表8】

のとおりである。争点整理実施率は，前回（22.7

％）から増加して23.9％となったが，民事第一審

訴訟事件と比べて顕著に実施率が低い傾向が続

いている6 （第8回報告書69頁【表8】参照） 。

I

行政調紫訴訟 民事第一審訴訟事件の種類

争
点
整
理

手
続

↑
》
｜
》

実施件数 371 52.814

239％ 43.0％

人証調べ実施率及び平均人証数については【表

9】のとおりである。人証調べ実施率は，前回

（21.5％）から22.1％へと若干増加したが,民事

第一審訴訟事件と比べて高い傾向があることは

前回と同様である。人証調べを実施した事件にお

ける平均人証数（2.6人）は,前回（2.2人)から

若干増加した。 （第8回報告書69頁【表9】参照）

【図'0】のとおり，双方に訴訟代理人が選任され

た事件の人証調べ実施率（39.7％）は前回（33.8

％）から増加しており，それ以外の事件と比べて

（第8回報告書70頁【図10】参照） 。

それ以外の事件と比べて

【表9】人証調べ実施率及び平均人証数
（行政事件訴訟及び民事第一審訴訟事件）

言

一

’
民事第一審訴訟事件の種類 行政事件訴訟

人証鯛べ実施率

平均人証数
一一一一一一一,一ー－ｰ一

平均人証数
（人証鯛べ実施事件）

22.1％ 124％

0.6 08
０
１
句
陽
●
、
２
０
０
ｔ
ｊ
も
Ｅ
Ｉ
０
Ｄ
ｔ
ｌ
４

2.72.6

一貫して顕著に高い傾向にあることは， 前回と同様である

5平均期日間隔は31月であり,民事第一審訴訟事件よりも顕著に長い｡これは，訴訟要件具備の有無や行政実体法規の解釈適

用について専門的な知識が必要となり,当事者の期日間準備に時間を要する場合が多いこと等に起因するものと考えられる(第’
回報告書130頁参照)。

6行政事件訴訟では,通常の口頭弁論期日において争点整理をするケースが多いものと考えられる(第5回報告書概況編53頁
参照)。



【図10】訴訟代理人選任状況別の人証調べ実施率の推移(行政事件訴訟）
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【表11】人証調べを実施した事件における平均審理期間
及び平均人証調べ期間(行政事件訴訟）

人証調べを実施した事件における平均審

理期間及び平均人証調べ期間については

【表ll】のとおりであるところ,平均審理期

間は前回(26.2月）よりも大幅に長期化して

31.8月となっており，平均人証調べ期間は

前回(0.5月）よりも若干長期化して0.6月と

なった（第8回報告書70頁【表11】参照） 7。

7令和2年の長期化の背景には,新型コロナウイルス感染症拡大及び緊急事態宣言の発出並びにこれらに伴う裁判所業務の縮小
の影響があるものと思われる。 ‐

ー

12．8

八 8．6
8.3

7,6 － 7．7 7．9

､4

期間(月） 31.8

平均人鉦鯛ぺ期間(月） 0.6



○上訴に関する状況

上訴率及び上訴事件割合については【図12】のとおりであり，民事第一審訴訟事件よI

い水準である。

【図12】上訴率及び上訴事件割合の推移(行政事件訴訟及び民事第一審訴訟事件）
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行政事件訴訟の概況1． 雲
ー閏一一一

『

控訴審における行政事件訴訟'の新受件数及び平均審理期間の推移については【図17】のとおりである。

新受件数は平成29年以降減少傾向にあり，令和2年は,前回（811件）から減少して619件となった。平均

審理期間については，前回（6. 1月）より長期化して7．6月となった2．

【図17】新受件数及び平均審理期間の推移(控訴審における行政事件訴訟）
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同一の第一審判決に対して控訴と附帯控訴がされた場合,控訴事件と附帯控訴事件とを別個の事件として統計処理している。

長期化の背景には,新型ｺﾛﾅウイルス感染症拡大及び緊急事態宣言の発出並びにこれらに伴う裁判所業務の縮小の影響があ
るものと思われる。

１
２

筐＝。新受件数

一平均審理期間



審理期間別の既済件数及び事件割合については【表18】のとおりである。既済件数は，前回（856件）を

下回り628件となり，審理期間が6月を超える事件の割合は前回（28.0％）より大幅に増加して52．3％と

なった（第8回報告書151頁【表18】参照） 3．

第一審受理から控訴審終局までの平均期間並びに期間別の既済件数及び事件割合については【表19】の

とおりである。この平均期間は，前回（25.8月）よりも長期化して28．3月となり， 2年以内に控訴審の終

局に至る事件割合は前回（58.3％）から減少して52.6％となった（第8回報告書151頁【表19】参照） 3。

審理期間別の既済件数及び事件割合(控訴審におけ
る行政事件訴訟及び民事控訴審訴訟事件）

【表18】 第一審受理から控訴審終局までの
平均期間並びに期間別の既済件数
及び事件割合(控訴審における行
政事件訴訟）

【表19リ

控訴審における
行政事緋訴訟

民事控訴審訴訟事件の種類
Ⅱ

控訴審における
行政事件訴訟

事件の種類

既済件数 10,398628

既済件数

平均期間(月）

608
平均審理期間(月）

3月以内

3月超6月以内

6月超1年以内

7-6 6．8

56

8.9％

1429

13.7％
28.3

244

38.9％

273

43.5％

4,476

43.0％

3,808

36.6％

58

9.5％
1年以内

262

43.1％
1年超2年以内

47

7.5％

590

5.7％ 2年超3年以内
一一一一一一一一 一

3年超5年以内

157

25.8％

1年超2年以内
I

一一０口
一

95

0.9％

・ 8

1-3％

103

169％

2年を超える

28

46％
5年を超える

※行訴法18条, 19条による訴えの追加的併合及

び附帯控訴申立てを除く。

ヘ

〆

～

3長期化の背景には,新型ｺﾛﾅウイルス感染症拡大及び緊急事態宣言の発出並びにこれらに伴う裁判所業務の縮小の影響があ
るものと思われる。



終局区分別の既済件数及び事件割合については【表20】のとおりであり，判決で終局した事件割合が前

回（91.8％）から増加して92．8％となり， うち原判決取消しとなった事件割合が前回（11.3％）から若干

減少して10.5%となった。民事控訴審訴訟事件と比べると，判決（控訴棄却）で終局した事件割合が高

く，判決（原判決取消し）で終局した事件割合が低い傾向にあることは前回と同様である。 （第8回報告書

151頁【表20】参照）

終局区分別の平均審理期間については， 【図21】のとおり，判決（控訴棄却）及び判決（原判決取消

し）がいずれも前回より長期化した（判決（控訴棄却）は，前回の6．0月から7．6月，判決（原判決取消

し）は，前回の9. 1月から10:5月) (第8回報告書151頁【図21】参照) 4。

1

【図21】終局区分別の平均審理期間
（控訴審における行政事件訴訟）

【表20】終局区分別の既済件数及び事件割合(控訴審に
おける行政事件訴訟及び民事控訴審訴訟事件）

控訴審における

行政鞭件訴訟
事件の種類 民駆控訴審訴訟

- 17．9判決
イ

｡

一
一
一
一

(うち控訴棄却） 7合6
既済件数

判決

うち控訴棄却．

(％は判決に対する割合）

うち原判決取消し

(船は判決に対する割合）

628 10,398

583

928％

5,956

573％
1 10．5
卜

(うち原判決取消し）
I

518

88.9％

4,510

75-7％
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4

0．6％

31273
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一
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戸
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16

2.5％
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2.8％
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それ以外
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訴訟代理人の選任状況については【表22】のと

おりであり，双方に訴訟代理人が選任された事件

の割合が，前回（63.8％）より減少して61．1％で

あったのに対し，双方とも本人による事件の割合

は，前回（7.6％）より増加して8．3％であった。

民事控訴審訴訟事件と比べると，双方に訴訟代理

人が選任された事件の割合が低い傾向にあること

は前回と同様である。 （第8回報告書152頁【表

22】参照）

【表22】訴訟代理人の選任状況(控訴審における行政
事件訴訟及び民事控訴審訴訟事件）

■Fマー

マーーでーヨ
４
４
■
ｂ
ｅ

控訴審における
行政事件訴訟

事件の種類 民事控訴審訴訟

双方に

訴訟代理人

384
、

61.1％

7,688

739％

控訴人側のみ
訴訟代理人

17

2.7％

551

5．3％

被控訴人側のみ
訴訟代理人

175

27.9％

52

8.3％

175

27.9％

1,625

15.6％

534

5.1％
本人による

一

4長期化の背景には,新型ｺﾛﾅウイルス感染症拡大及び緊急事態宣言の発出並びにこれらに伴う裁判所業務の縮小の影響があ
るものと思われる。 ル



』

審理の状況について見ると， 【表23】のとお

り，平均期日回数（平均口頭弁論期日回数及び

平均争点整理期日回数の双方）は前回より増加

し（前回の1．4回から1．5回） ，平均期日間隔

は，前回より長期Iこした（前回の44月から

5.1月） （第8回報告書152頁【表23】参照）

5．口頭弁論期日1回で結審した事件割合及び

平均審理期間の推移は【図24】のとおりであ

り， 1回の口頭弁論期日のみで結審に至る事件

の割合(64.2％）は前回（69.3％）から減少

し，平均審理期間（7.6月）は前回（6.1月）か

ら長期化した5。

【表23】平均期日回数及び平均期日間隔(控訴審におけ
る行政事件訴訟及び民事控訴審訴訟事件）

9

4

控訴審I罰Sける
行政塞伴訴訟

民事控訴審訴事控訴審訴訟事件の種類

平均期日回数

うち平均口頭弁論

期日回数

うち平均口頭弁論

期日回数

1.5 1.8

画
1.3 1.2

うち平均争点整理

期日回数
0．1 0.6

平均期日間隔(月） 5．1 3.9

※端数処理の関係上,平均口頭弁論期日回数と平均争点整理期日回数の合

計値が,平均期日回数の数値と合致しない場合がある。

【図24】口頭弁論期日1回で結審した事件割合及び平均審理期間の推移(行政控訴審訴訟）
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5長期化の背景には,新型ｺﾛﾅウイルス感染症拡大及び緊急事態宣言の発出並びにこれらに伴う裁判所業務の縮小の影響があ

るものと思われる。



争点整理実施率については， 【表25】のとお

り，前回（3.0％）より増加して4．3％となった

が，民事控訴審訴訟事件と比べると顕著に低い

ことは前回と同様である（第8回報告書153頁

【表25】参照）ず

【表25】争点整理手続の実施件数及び実施率
． （控訴審における行政事件訴訟及び民
事控訴審訴訟事件） ．

控訴審における

行政事件訴訟
民事控訴審訴訟事件の種類 ．

実施件数争
点
整
理

手
続

27 1,816

実施率 4.3％ 17.5％

【表26】人証調べ実施率及び平均人証数(控訴
審における行政事件訴訟及び民事控
訴審訴訟事件）

人証調べ実施率及び平均人証数については

【表26】のとおりであり，前回と同様，人証調

べを実施した事件の割合は非常に低くなってい

る（この点は，民事控訴審訴訟事件と同様であ

る。 ） （第8回報告書153頁【表26】参照）。

控訴審における
行政事件訴訟

民事控訴審訴訟事件の種類

人証調べ実施率 1-6％2.5％

平均人証数 0．06 0．03
0

平均人証数

(人鉦調べ実施事件）
2.3 1.9

最高裁判所への上訴率及び上訴事件割合については

【表27】のとおりである。上告事件及び上告受理事件

のいずれについても，上訴率（それぞれ44．0％，

50.6％)'，上訴事件割合（それぞれ40．0％， 46．1％）

ともに前回（上訴率につき，それぞれ43．5％，

47.7％；上訴事件割合につき，それぞれ39．6％，

43.4％）から増加した（第8回報告書153頁【表27】

参照） 。

【表27】最高裁判所への上訴率及び上訴事
件割合(控訴審における行政事件訴
訟） ‐

~‐■了

事件の種類 上告事件 上告受理事件

F
上訴率 44.0％ 50.6％

上訴事件割合 40.0％ 46-1％

※この表における上訴率及び上訴事件割合は,いずれも推計

的な算定方法による数値である｡上訴率は,令和2年1月1
日'から同年12月31日までの｢高等裁判所において受理した

上告提起事件及び上告受理申立事件の新受件数｣を同期
間における｢高等裁判所における判決で終局した事件数｣で

除した割合,上訴事件割合は,同新受件数を同期間におけ
る『全終局事件数｣で除した割合である。

〆
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行政事件訴訟の概況
一一函二＝て毛＝1＝二一 一一■

行政上告事件及び行政上告受理事件'の新受件数及び平均審理期間の推移については【図4】のとおりで

ある。新受件数は，令和2年においては,上告，上告受理（それぞれ308件， 360件）ともに前回（それぞ

れ394件， 458件）より減少した。平均審理期間は，上告，上告受理のいずれについても，平成15年をピー

クとして顕著に短縮した後，平成20年以降は，変動はあるものの横ばいの状態となり，平成28年から更に

短縮していたが，令和2年においては，上告4．2月，上告受理4．5月となり，前回（それぞれ32月， 35

月）より長期化した2。

【図4】新受件数及び平均審理期間の推移(行政上告事件及び行政上告受理事件）
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※新受件数については,最高裁判所に直接上告状が提出された直受事件及び高等裁判所が第二審としてした判決に対し

て上告の提起又は上告受理の申立てがされた事件に当たらないものを含む。

リ本報告書では,行政事件訴訟のうち,高等裁判所が第二審としてした終局判決に対して上告が提起され,又は上告受理の申立

てがされた事件を主な分析対象としているが,民事訴訟事件と異なり,高等裁判所が第一審としてした終局判決に対する上告及

び上告受理事件(知的財産権関係,独占禁止法関係等の審決取消訴訟等)も分析対象に加えている｡この点の詳細は,第5回

報告書概況編222頁脚注8参照

2令和2年における長期化の背景には,新型コロナウイルス感染症拡大及び緊急事態宣言の発出並びにこれらに伴う裁判所業務
の縮小の影響があるものと思われる。
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終局区分別の既済件数については【表5】のとおりであり，上告事件であれば決定（却下決定又は棄却

決定） ，上告受理事件であれば不受理決定で終局した事件が9割を超えることは前回と同様である。平均審

理期間については，決定（上告事件）及び不受理決定（上告受理事件）で終局した事件では，前回（それぞ

れ2．．9月， 3．2月）より長期化しそれぞれ3．9月， 4．2月となった。 【表5】は，審理期間別の事件割合に

ついても示しており，上告，上告受理のいずれにおいても，審理期間が3月以内の事件の割合は前回（それ

ぞれ67．3％， 63．4％）よりそれぞれ減少し， 45．4％, 39.9％となった。他方， 6月を超える事件の割合は

前回（それぞれ12．0％， 13．1％）よりそれぞれ増加し， 18．8％， 20．0％となった。 （第8回報告書161頁

【表5】参照）もっとも，上告，上告受理とも，事件数が年間数百件程度であるため，終局した事件の係属

期間により一時的な影響が出やすいことにも留意が必要である。 3

【表5】審理期間別の既済件数及び事件割合並びに終局区分ごとの審理期間別の既済件数及び事件割合
（行政上告事件及び行政上告受理事件）
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3審理期間の長期化の背景には,新型ｺﾛﾅウイルス感染症拡大及び緊急事態宣言の発出並びにこれらに伴う裁判所業務の縮
小の影響もあるものと思われる。



【表6】第一審受理から上告審終局までの平均期間並
びに期間別の既済件数及び事件割合(行政上
告事件及び行政上告受理事件）

第一審受理から上告審終局までの平均期間並びに

期間別の既済件数及び事件割合については【表6】

のとおりである。上告事件及び上告受理事件の平均

期間（それぞれ35. 1月, 40.6月）については，前

回（それぞれ34．2月， 36．8月）よりいずれも長期

化した。期間別に見ても，上告，上告受理のいずれ

においても， 3年を超える事件の割合が増加した

,(上告事件は，前回の32.7％から36．9％，上告受理

上告事件 上告受理事件事件の種類
I

既済件数 249 297

一一 一一一

平均期間(月） 35.1 40.6
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事件は，前回の38．0％から49．8％） 。 (第8回報告 73
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書162頁【表6】参照) 4
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4令和2年の長期化の背景には,新型ｺﾛﾅウイルス感染症拡大及び緊急事態宣言の発出並びにこれらに伴う裁判所業務の縮小

の影響があると思われる。 ′


